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　平成15年 8月22日（金）、新市の名称が決まりました。 

決定にあたっては、各市町の委員から、支持する名称とその理

由などを発表していただきました。 

　「出雲大社市」を支持する意見もありましたが、全体としては、

2市 5町の地域が出雲國風土記の時

代から「出雲の國」として親しまれて

きたという歴史的背景などから、新市

の名称には「出雲市」がふさわしい

というまとめとなり、拍手をもって決定

となりました。 

［写真左から　多伎町長、平田市長、斐川町長、出雲市長（会長）、大社町長（副会長）、佐田町長、湖陵町長、平田市議会議長（副会長）］ 
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議 案 事 項

地
方
税
の
取
扱
い
、窓
口
証
明
手
数
料
の
取
扱
い
が
決
定
!!

こ
れ
ら
の
取
扱
い
は
、
第
7
回
協
議
会
か
ら
の
継
続
協
議
と
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、
次
の
と
お
り
決
定
し
ま
し
た
。

＊
財
政
状
況
も
厳
し
い
中
で
、
税
率
も
含
め
て
、
新
市
に
お
い
て
な
る
べ

く
早
く
都
市
計
画
税
に
つ
い
て
取
り
組
ん
で
も
ら
い
た
い
。
そ
し
て
、

合
併
し
て
新
し
い
ま
ち
づ
く
り
が
で
き
た
と
言
わ
れ
る
よ
う
な
形
に
し

て
い
た
だ
き
た
い
。

＊
出
雲
市
以
外
の
市
町
で
の
都
市
計
画
税
導
入
に
つ
い
て
は
、
新
市
の
都

市
計
画
事
業
計
画
が
出
来
て
か
ら
検
討
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
が
、
そ
の

際
に
住
民
説
明
を
き
ち
ん
と
や
っ
て
い

た
だ
い
た
う
え
で
導
入
す
る
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
や
む
を
得
な
い
こ
と
だ

と
思
う
。

平成15年9月19日発行 

②

委員からの意見

平成15年8月22日（金）、出雲交流会館2階会議室で開催しました。

今回の協議会では、新市の名称が決定された他、住民のみなさ

まの暮らしに直接関係する地方税や手数料などが決定されました。

協議事項（次回以降で決定）としては、保育料や上水道料金も

提案され、協議も本格化してきました。

個
人
市
民
税
の
均
等
割
の
税
率
は
、

平
成
１７
年
度
か
ら
年
額
2，
5
0
0
円

均
等
割
の
税
率
は
、
地
方
税
法
の
規
定
に
よ
り
人
口
５
万
人
以
上
５０
万
人

未
満
の
標
準
税
率
を
適
用
し
た
も
の
で
す
。
ま
た
、
所
得
割
の
税
率
は
、
現

行
の
と
お
り
標
準
税
率
で
す
。

窓
口
証
明
手
数
料
の
う
ち
、
2
市
5
町
で
差

異
の
あ
る
手
数
料
は
、
出
雲
市
の
例
に
よ
り

合
併
時
に
統
一

住
民
票
の
写
し
、
印
鑑
登
録
証
明
書
は
、
１
通
２
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

固
定
資
産
税
の
税
率
は
１.５
％

出
雲
市
・
平
田
市
・
斐
川
町
は
、
平
成
１７
年
度
か
ら
１.５
％
。

佐
田
町
・
多
伎
町
・
湖
陵
町
・
大
社
町
は
、
平
成
１７
年
度
か
ら
平
成
２１
年

度
ま
で
は
１.４
％
（
現
行
の
と
お
り
）、
平
成
２２
年
度
か
ら
１.５
％
と
な
り
ま
す
。

市
税
そ
の
他
公
課
に
関
す
る
証
明
手
数
料

は
、
合
併
時
か
ら
1
件
に
つ
い
て
2
0
0
円

所
得
証
明
書
、
納
税
証
明
書
な
ど
は
、
１
件
２
０
０
円
と
な
り
ま
す
。

都
市
計
画
税
は
、
現
在
の
出
雲
市
の
都
市
計
画

区
域
用
途
地
域
内
の
土
地
及
び
家
屋
に
つ
い

て
、
新
市
に
お
い
て
も
引
き
続
き
０.１
％
を
適
用

そ
の
他
の
市
町
へ
の
導
入
に
つ
い
て
は
、
平
成
１７
年
度
以
降
、
新
市
の
都
市

計
画
区
域
用
途
地
域
の
都
市
計
画
事
業
計
画
の
作
成
を
み
て
検
討
し
ま
す
。



１．

今
回
の
合
併
は
、
行
財
政
改

革
を
進
め
な
い
と
効
果
が
出
な

い
こ
と
は
財
政
推
計
か
ら
明
ら

か
で
あ
り
、
そ
れ
に
向
け
て
、

議
会
は
政
治
的
リ
ー
ダ
ー
シ
ッ

プ
を
発
揮
し
、
行
財
政
改
革
の

先
頭
に
立
ち
、
範
を
示
す
べ
き

で
あ
る
と
考
え
る
。

２．

設
置
選
挙
に
限
り
選
挙
区
を

設
け
る
の
は
、合
併
に
対
し
て
、

各
市
町
、
特
に
町
の
不
安
を
和

ら
げ
、
新
市
の
ま
ち
づ
く
り
が

ス
ム
ー
ス
に
開
始
で
き
、
各
市

町
の
住
民
意
思
が
そ
の
ま
ち
づ

提

案

理

由

く
り
に
反
映
で
き
る
よ
う
に
す

る
た
め
、
旧
市
町
ご
と
に
確
実

に
議
員
が
選
出
さ
れ
る
こ
と
が

望
ま
し
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

場
合
で
も
、
法
定
上
限
数
３４
人

を
人
口
比
例
で
配
分
す
る
と
、

定
数
が
１
人
の
町
が
出
る
た

め
、
複
数
議
員
を
確
保
す
る
必

要
が
あ
る
。

こ
の
た
め
、
３４
人
を
人
口
比

例
で
配
分
し
た
う
え
に
各
市
町

に
１
人
を
配
分
し
、
最
低
で
も

複
数
定
員
と
し
、
総
定
数
を
４１

人
と
す
る
。

３．

２
回
目
か
ら
の
選
挙
の
定
数

を
３１
人
と
す
る
の
は
、
行
財
政

改
革
を
実
施
す
る
た
め
で
あ

る
。議

員
報
酬
を
現
在
の
出
雲
市

水
準
と
し
た
場
合
、
財
政
推
計

期
間
の
１５
年
間
で
計
算
し
た
人

件
費
シ
ミ
ュ
レ
ー
シ
ョ
ン
に
よ

る
と
、
最
良
で
あ
る
法
定
上
限

数
３４
人
の
総
人
件
費
を
下
回
る

の
は
３１
人
以
内
の
場
合
で
あ

る
。つ

ま
り
、
設
置
選
挙
を
４１
人

の
特
例
定
数
で
実
施
し
て
も
、

２
回
目
か
ら
３１
人
に
す
れ
ば
、

１５
年
間
で
は
、
総
人
件
費
が
３４

人
の
ケ
ー
ス
よ
り
か
か
ら
な
く

て
済
む
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ

る
。

○定数特例４１人の算定表 

計 

１７３,７７６ 

１２６ 

３４ 

７ 

４１ 

大社町 

１６,０２０ 

１８ 

３ 

１ 

４ 

湖陵町 

５,８１３ 

１４ 

１ 

１ 

２ 

多伎町 

４,２１５ 

１２ 

１ 

１ 

２ 

佐田町 

４,５７６ 

１４ 

１ 

１ 

２ 

斐川町 

２６,８１６ 

２０ 

５ 

１ 

６ 

平田市 

２９,００６ 

２０ 

６ 

１ 

７ 

出雲市 

８７,３３０ 

２８ 

１７ 

１ 

１８ 

 

人 口  

現 員 数  

 

加 算 数  

定 数  

人口比に
よ る 数  

（人口は、平成１２年国勢調査人口です。） 

第7回協議会で提案した候補名称、「出雲市」「出雲大社市」「いず

も市」について、各市町の委員から意見発表をしてもらいました。

「出雲大社市」を推す意見もありましたが、「出雲大社」は、そ

のネームバリューとスケールの大きさから、新市においても内外

にわたりその高い文化的価値と存在意義を発揮することが期待さ

れ、新市のシンボルであるという協議会全体の共通意識を確認し

ました。

そして、この地域の

歴史的背景などから考

えて、「出雲」という名

称を残すべきとの意見

が多く出され、拍手を

もって「出雲市」に決

定しました。

新市の名称は「出雲市」に決定!!

８
月
に
開
催
さ
れ
た
各
小
委
員
会
の
内
容
と
、
電
算
シ
ス
テ
ム
統
合

の
た
め
の
業
者
選
定
結
果
に
つ
い
て
報
告
が
あ
り
ま
し
た
。

７
月
２９
日
に
開
催
し
た
委
員
会
に
お
い
て
、
次
の
と
お
り
業
者
が
決
定

し
ま
し
た
。

【
住
民
情
報
系
シ
ス
テ
ム
】

出
雲
市
今
市
町
３
２
１
―
３
　
㈱
島
根
情
報
処
理
セ
ン
タ
ー

【
内
部
情
報
系
シ
ス
テ
ム
】

松
江
市
学
園
南
２
丁
目
１０
―
１４

富
士
通
㈱
島
根
支
店

電
算
シ
ス
テ
ム
選
定
委
員
会
の
選
定
結
果
に
つ
い
て

「
議
会
議
員
の
定
数
及
び
任
期
の
取
扱
い
」は

次
回
へ
の
継
続
協
議
と
な
り
ま
し
た

報
告
事
項

＊
選
挙
区
を
設
け
る
と
、
地
域
エ
ゴ
が
非
常
に
色
濃
く
な
っ
て
い
く

と
思
う
。
一
体
感
の
あ
る
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
た
め
に
は
、

む
し
ろ
選
挙
区
は
な
い
方
が
い
い
と
思
う
。

＊
小
さ
な
町
の
声
を
反
映
さ
せ
る
た
め
に
も
、
2
回
目
以
降
も
選
挙

区
を
設
け
て
も
ら
い
た
い
。
選
挙
区
を
設
け
な
い
と
、
小
さ
な

町
か
ら
は
１
人
も
議
員
が
出
な
い
事
態
も
あ
り
得
る
。

＊
2
回
目
か
ら
定
数
を
31
人
・
選
挙
区
な
し
と
す
る
こ
と
に
は
反
対

す
る
。
行
財
政
改
革
は
で
き
て
も
、
民
意
を
反
映
で
き
な
け
れ

ば
、
何
の
た
め
の
合
併
な
の
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
人
件
費

を
理
由
に
定
数
を
減
ら
す
の
な
ら
、
議
員
報
酬
を
下
げ
、
法
定

上
限
数
の
34
人
と
す
れ
ば
い
い
。

１．

設
置
選
挙
（
合
併
後
最
初
の

選
挙
）
に
限
り
各
市
町
ご
と
に

選
挙
区
を
置
き
、
定
数
は
、
特

例
と
し
て
41
人
と
す
る
。

２．

２
回
目
の
選
挙
か
ら
は
、
選

挙
区
を
廃
止
し
、
定
数
は
31
名

と
す
る
。

新
市
議
会
制
度
検
討

小
委
員
会
の
最
終
案

※
各
選
挙
区
の
定
数

出
雲
市【
18
人
】
平
田
市【
７
人
】

斐
川
町【
６
人
】
佐
田
町【
２
人
】

多
伎
町【
２
人
】
湖
陵
町【
２
人
】

大
社
町【
４
人
】
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③

委員からの意見

　平成　平成1515年9月5日にオープ
ンした出雲市外雲市外6市町広域市町広域
事務組合情報管理事務組合情報管理センター
（出雲市今市町雲市今市町）。 
　今後、2市5町の電算シス
テム統合統合の拠点拠点となります。 

　平成15年9月5日にオープ
ンした出雲市外6市町広域
事務組合情報管理センター
（出雲市今市町）。 
　今後、2市5町の電算シス
テム統合の拠点となります。 

出雲市外6市町広域事務組合 情情報報管管理理セセンンタターーオオーーププンン



て
検
討
す
る
。

土
日
サ
ー
ビ
ス
コ
ー
ナ
ー
及
び

証
明
書
自
動
交
付
機
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

１．

市
章
及
び
市
民
憲
章

市
章
に
つ
い
て
は
、
合
併
時
に

定
め
、
市
民
憲
章
に
つ
い
て
は
、

新
市
に
お
い
て
制
定
す
る
。

２．

市
の
花
、
木
、
鳥
、
魚
及
び
歌

新
市
に
お
い
て
検
討
す
る
。

１．

国
際
友
好
都
市
交
流
事
業

姉
妹
都
市
及
び
友
好
都
市
に
つ

い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に

引
き
継
ぐ
。

２．

国
際
交
流
活
動
事
業

現
行
の
事
業
を
新
市
に
引
き
継

ぎ
、
新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
調

整
す
る
。

３．

外
国
青
年（
国
際
交
流
員
）招
致
事
業

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
。

４．

国
内
友
好
都
市
交
流
事
業

国
内
友
好
都
市
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

１．

指
定
金
融
機
関

い
ず
も
農
業
協
同
組
合
を
指
定

入
湯
税
の
税
率
は
、現
行
の
と
お

り
引
き
継
ぎ
、
平
成
１７
年
度
か
ら

標
準
税
率
「
入
湯
客
１
人
１
日
に

つ
い
て
、
１
５
０
円
」
に
統
一
す
る
。

入
湯
税
の
課
税
免
除
は
、
現
行

の
と
お
り
引
き
継
ぎ
、
平
成
１７
年

度
か
ら
新
た
に
「
入
湯
料
金
１，
０

５
０
円
（
消
費
税
込
み
）
以
下
の

日
帰
り
の
利
用
客
」
を
加
え
、
そ

の
基
準
を
統
一
す
る
。

８．

納
期
前
納
付
報
奨
金
制
度

平
成
１７
年
度
か
ら
対
象
税
目
は
、

各
納
期
に
係
る
固
定
資
産
税
及
び

都
市
計
画
税
の
み
と
し
、
交
付
率

は
０.３
％
、
交
付
限
度
額
は
５
万
円

と
す
る
。

９．

納
税
組
合
制
度

平
成
１７
年
度
か
ら
廃
止
す
る
。

１．

窓
口
証
明
手
数
料
に
つ
い
て
は
、

２
市
５
町
で
差
異
の
な
い
手
数
料

は
、
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。（
※

「
差
異
の
あ
る
手
数
料
」
に
つ
い
て

は
、２
ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。）

「
住
民
票
の
閲
覧
」の
単
位
の
取

扱
い
に
つ
い
て
は
、斐
川
町
の
例
に

よ
り
、「
身
分
証
明（
破
産
者
、成
年

被
後
見
人
等
）」
の
単
位
の
取
扱
い

に
つ
い
て
は
、
平
田
市
、
佐
田
町
、

多
伎
町
、
湖
陵
町
及
び
大
社
町
の

例
に
よ
り
合
併
時
に
統
一
す
る
。

２．

窓
口
サ
ー
ビ
ス
の
あ
り
方
に
つ

い
て
は
、
新
市
全
域
に
わ
た
る
サ

ー
ビ
ス
向
上
や
電
子
自
治
体
の
動

向
な
ど
を
踏
ま
え
、
新
市
に
お
い

す
る
方
向
で
合
併
時
ま
で
に
調
整

す
る
。

２．

指
定
代
理
金
融
機
関

斐
川
町
農
業
協
同
組
合
、
山
陰

合
同
銀
行
、
島
根
銀
行
及
び
出
雲

信
用
組
合
を
指
定
す
る
方
向
で
合

併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

３．

収
納
代
理
金
融
機
関

鳥
取
銀
行
、
島
根
中
央
信
用
金

庫
、
し
ま
ね
信
用
金
庫
、
山
陰
労

働
金
庫
、
み
ず
ほ
銀
行
、
島
根
信

用
漁
業
協
同
組
合
連
合
会
及
び
日

本
郵
政
公
社
を
指
定
す
る
方
向
で

合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

１．

介
護
保
険
事
業
計
画

現
行
の
各
保
険
者
の
第
２
期
事

業
計
画
を
そ
の
ま
ま
新
市
の
計
画

と
す
る
。

２．

介
護
保
険
料

（
平
成
１６
年
度
）

新
市
の
平
成
１６
年
度
（
平
成
１７

年
１
月
・
２
月
・
３
月
納
期
）
の

保
険
料
額
は
、
被
保
険
者
が
合
併

の
日
の
前
日
に
住
所
を
有
し
て
い

た
各
保
険
者
の
賦
課
保
険
料
額
と

す
る
。
旧
市
町
間
で
転
居
し
た
場

合
も
合
併
の
日
の
前
日
に
住
所
を

有
し
て
い
た
各
保
険
者
の
賦
課
保

険
料
額
と
す
る
。
２
市
５
町
以
外

か
ら
の
転
入
者
は
、
転
入
日
に
お

け
る
各
保
険
者
の
保
険
料
額
を
も

っ
て
賦
課
す
る
。

各
保
険
者
で
保
有
す
る
介
護
給

付
費
準
備
基
金
は
、
保
険
給
付
費

に
充
て
る
性
格
上
、
全
て
新
市
に

引
き
継
ぐ
。

（
平
成
１７
年
度
）

新
市
で
の
平
成
１７
年
度
保
険
料

設
定
は
、
平
成
１７
年
４
月
１
日
時

点
に
住
所
を
有
し
て
い
た
各
保
険

者
の
保
険
料
額
と
す
る
。

２
市
５
町
以
外
か
ら
の
転
入
者

は
、
転
入
日
に
お
け
る
各
保
険
者

の
保
険
料
額
を
も
っ
て
賦
課
す
る
。

（
平
成
１８
年
度
）

第
３
期
介
護
保
険
事
業
計
画
に

基
づ
き
、
設
定
す
る
。（
平
成
１８

年
度
か
ら
介
護
保
険
料
は
統
一
と

な
り
ま
す
。）

３．

介
護
保
険
料
減
免

低
所
得
者
減
免
を
実
施
す
る
こ

と
と
し
、
出
雲
市
外
６
市
町
広
域

事
務
組
合
の
減
免
要
綱
を
参
考

に
、
介
護
保
険
制
度
の
見
直
し
内

容
を
見
な
が
ら
、
合
併
時
ま
で
に

調
整
す
る
。

４．

介
護
保
険
シ
ス
テ
ム

各
市
町
（
保
険
者
）
と
も
島
根

県
介
護
保
険
事
務
処
理
シ
ス
テ
ム

を
制
度
ス
タ
ー
ト
時
点
か
ら
使
っ

て
お
り
、
安
定
稼
動
し
て
い
る
。

現
在
、
出
雲
市
外
６
市
町
広
域

事
務
組
合
に
設
置
し
て
い
る
サ
ー

バ
容
量
は
、
２
市
５
町
対
応
が
可

能
な
も
の
で
あ
り
、
引
き
続
き
新

市
に
お
い
て
も
現
シ
ス
テ
ム
で
対

応
す
る
。

新
市
で
使
用
す
る
シ
ス
テ
ム
の

改
修
に
つ
い
て
は
、
個
々
の
業
務

の
整
理
や
調
整
が
前
提
で
あ
り
、

新
市
の
組
織
体
制
も
考
慮
し
つ

つ
、
合
併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

５．

保
険
給
付
外
事
業

単
独
で
行
っ
て
い
る
事
業
内
容

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
事
業
内
容

を
基
本
に
、
介
護
保
険
制
度
自
体

の
見
直
し
内
容
を
見
な
が
ら
、
合

併
時
ま
で
に
調
整
す
る
。

１．

平
田
市
立
病
院
事
業

現
在
の
病
院
が
担
っ
て
い
る
地

域
医
療
で
の
役
割
を
踏
ま
え
、
合

併
ま
で
に
経
営
の
健
全
化
・
効
率

化
の
推
進
を
引
き
続
き
行
う
と
と

も
に
、
地
域
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ

ン
へ
の
支
援
や
女
性
専
門
外
来
の

設
置
、
へ
き
地
医
療
の
支
援
等
専

門
ス
タ
ッ
フ
の
活
用
な
ど
新
市
に

お
け
る
有
効
な
活
用
方
策
の
検
討

を
行
い
つ
つ
、
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぐ
。

２．

診
療
所
事
業

医
療
過
疎
対
策
と
し
て
存
続
が

必
要
で
あ
り
、
現
行
の
と
お
り
新

市
に
引
き
継
ぐ
。

３．

在
宅
当
番
医
制
度

２
市
５
町
共
通
の
事
業
で
あ
り
、

合
併
後
も
、
継
続
し
て
出
雲
医
師

会
に
委
託
し
て
実
施
す
る
。

４．

休
日
診
療
所
事
業

出
雲
圏
域
の
休
日
診
療
を
担
っ

て
い
る
も
の
で
あ
り
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

１．

廃
棄
物
収
集
区
域
、
受
入
施
設

廃
棄
物
の
収
集
区
域
は
、
合
併

時
よ
り
２
市
５
町
全
域
と
す
る
。

た
だ
し
、
斐
川
町
は
、
一
部
事
務

組
合
（
現
在
は
宍
道
町
・
斐
川
町

環
境
衛
生
組
合
）
の
収
集
区
域
と

す
る
。

可
燃
ご
み
の
受
入
施
設
は
、
既

そ
の
他
の
議
案
事
項

※
こ
こ
で
掲
載
し
て
い
る
以
外
の
地

方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、
２

ペ
ー
ジ
に
掲
載
し
て
い
ま
す
。

１．

税
証
明
手
数
料

租
税
特
別
措
置
法
第
７２
号
（
所

有
権
保
存
登
記
）、
第
７３
条
（
所

有
権
移
転
登
記
）、
第
７４
条
（
抵

当
権
設
定
登
記
）
に
係
る
住
宅
用

家
屋
証
明
手
数
料
は
、
合
併
時
か

ら
１
件
に
つ
い
て
１，
３
０
０
円
に

統
一
す
る
。

２．

督
促
手
数
料

合
併
時
か
ら
督
促
状
１
通
に
つ

い
て
１
０
０
円
に
統
一
す
る
。

３．

法
人
市
民
税

法
人
市
民
税
の
税
率
は
、
現
行

の
と
お
り
、
均
等
割
の
税
率
は
、

制
限
税
率
（
標
準
税
率
×
１.２
）、

法
人
税
割
の
税
率
は
、
制
限
税
率

の
１４.

７
％
と
す
る
。

４．

固
定
資
産
税
の
不
均
一
課
税

鉄
道
軌
道
整
備
法
、
半
島
振
興

法
、
国
際
観
光
ホ
テ
ル
整
備
法
の

規
定
に
よ
り
、
現
行
の
基
準
を
継

続
す
る
。

５．

固
定
資
産
税
の
課
税
免
除

現
行
の
基
準
を
継
続
す
る
。

６．

軽
自
動
車
税

軽
自
動
車
税
の
税
率
は
、
現
行

の
と
お
り
制
限
税
率
（
標
準
税

率
×
１.２
）
と
す
る
。

７．

入
湯
税
及
び
入
湯
税
の
課
税
免
除

２
ペ
ー
ジ
、
３
ペ
ー
ジ
で
お
知
ら

せ
し
た
以
外
の
議
案
事
項
（
継
続
協

議
と
な
っ
た
も
の
を
含
む
）
は
次
の

と
お
り
で
す
。

各
種
事
務
事
業
（
窓
口
業
務
関

係
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
【
合

併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
２７
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
か
ら
の
継
続
協
議

地
方
税
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
18
】

議
案
第
２６
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
か
ら
の
継
続
協
議

④

慣
行
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
６
】

議
案
第
３３
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案

各
種
事
務
事
業
（
国
内
・
国
際
交

流
関
係
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
３４
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案

各
種
事
務
事
業
（
金
融
機
関
等

の
指
定
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
３５
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案

介
護
保
険
事
業
の
取
扱
い
に
つ

い
て
【
合
併
協
定
項
目
22
】

議
案
第
３６
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案

各
種
事
務
事
業
（
病
院
、
診
療

所
関
係
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
３７
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案

各
種
事
務
事
業
（
環
境
関
係
そ

の
１
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
３８
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案
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に
出
雲
エ
ネ
ル
ギ
ー
セ
ン
タ
ー
で

統
一
さ
れ
て
お
り
、
現
行
の
と
お

り
と
す
る
。

不
燃
ご
み
の
受
入
施
設
は
、
原

則
と
し
て
現
行
の
と
お
り
と
す
る
。

２．

分
別
方
法

分
別
方
法
は
、
次
の
と
お
り
と

し
、
ペ
ッ
ト
ボ
ト
ル
、
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
等
の
取
扱
い
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
ま
で
に
検
討
す
る
。

（１）
可
燃
ご
み
　
（２）
破
砕
ご
み

（３）
埋
立
ご
み

（４）
粗
大
ご
み

（５）
資
源
ご
み
﹇
①
飲
料
用
空
き
缶

②
空
き
び
ん
　
③
古
紙
﹈

（６）
有
害
ご
み
﹇
①
筒
型
乾
電
池

②
蛍
光
管
・
体
温
計
・
鏡
﹈

３．

収
集
方
法
、
収
集
頻
度

収
集
方
法
は
、
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

（
集
積
場
）
単
位
を
基
本
と
し
、

拠
点
回
収
を
併
せ
て
行
う
方
向
で

調
整
す
る
。

収
集
体
制
、
地
域
事
情
等
に
よ

り
、
こ
れ
に
よ
り
が
た
い
場
合
は
、

段
階
的
に
調
整
す
る
。

事
業
系
の
ご
み
に
つ
い
て
は
、

家
庭
ご
み
と
同
程
度
の
排
出
量
に

限
り
収
集
す
る
こ
と
と
し
、
ご
み

収
集
手
数
料
に
格
差
を
設
け
る
方

向
で
調
整
す
る
。

収
集
頻
度
、
排
出
制
限
に
つ
い

て
は
、
合
併
時
か
ら
次
の
と
お
り

（
表
１
）
と
す
る
が
、
収
集
体
制
、

地
域
事
情
等
に
よ
り
、
こ
れ
に
よ

り
が
た
い
場
合
は
、
段
階
的
に
調

整
す
る
。

４．

収
集
体
制

当
面
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引

き
継
ぐ
。
新
市
移
行
後
、
収
集
体

制
を
統
一
す
る
方
向
で
調
整
す

る
。

５．

指
定
袋
・
指
定
券
及
び
販
売
方
法

合
併
時
か
ら
規
格
を
統
一
す
る
。

販
売
方
法
並
び
に
販
売
委
託
料

に
つ
い
て
は
、
出
雲
市
、
大
社
町

の
例
に
よ
り
合
併
時
ま
で
に
調
整

す
る
。

６．

ご
み
手
数
料

合
併
時
か
ら
次
の
と
お
り
と
す

る
。

（１）
収
集
ご
み
家
庭
系
手
数
料

表
２
の
と
お
り

（２）
収
集
ご
み
事
業
系
手
数
料

表
３
の
と
お
り

（３）
直
接
搬
入
手
数
料

出
雲
市
外
６
市
町
広
域
事
務

組
合
、
平
田
市
の
例
に
よ
り
合

併
時
に
統
一
す
る
。

７．

ご
み
処
理
業
許
可
手
数
料

出
雲
市
、
平
田
市
の
例
に
よ
り

合
併
時
に
統
一
す
る
。

８．

し
尿
処
理
手
数
料

出
雲
市
外
６
市
町
広
域
事
務
組

合
が
定
め
る
出
雲
環
境
セ
ン
タ
ー

の
額
を
も
っ
て
、
新
市
の
手
数
料

と
す
る
。

９．

し
尿
処
理
業
許
可
手
数
料

出
雲
市
外
６
市
町
広
域
事
務
組

合
の
金
額
で
既
に
統
一
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
と
お
り
と

す
る
。

10．

浄
化
槽
清
掃
業
許
可
手
数
料

出
雲
市
外
６
市
町
広
域
事
務
組

合
の
金
額
で
既
に
統
一
さ
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
、
現
行
の
と
お
り
と

す
る
。

11．

資
源
ご
み
回
収
団
体
等
へ
の
助
成

新
市
に
お
い
て
、
ご
み
の
資
源

化
に
対
す
る
意
識
啓
発
、
資
源
ご

み
回
収
の
手
段
と
し
て
、
合
併
時

に
新
た
に
制
度
化
す
る
。

12．

生
ご
み
処
理
機
等
に
対
す
る
助
成

出
雲
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に

統
一
す
る
。
た
だ
し
、
補
助
対
象

の
個
数
制
限
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
ま
で
に
調
整
す
る
。

13．

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（
収
集
ボ
ッ
ク

ス
・
集
積
場
）
設
置
に
対
す
る
助
成

補
助
条
件
等
を
次
の
と
お
り
合

併
時
に
統
一
す
る
。

【
補
助
条
件
】

①
設
置
経
費
が
１
万
円
以
上

②
５
世
帯
以
上
が
利
用
す
る
こ
と

【
補
助
金
額
】

﹇
５
世
帯
〜
19
世
帯
﹈

補
助
率
１
／
２
で
上
限
５
万
円

﹇
20
世
帯
〜
29
世
帯
﹈

補
助
率
１
／
２
で
上
限
１５
万
円

﹇
30
世
帯
以
上
﹈

補
助
率
１
／
２
で
上
限
２５
万
円

【
そ
の
他
】

①
５
世
帯
未
満
の
取
扱
い
に
つ
い

て
は
、
地
域
の
状
況
に
よ
り
柔

軟
に
対
応
す
る
。

②
修
繕
経
費
は
１
万
円
以
上
を
助

成
対
象
と
す
る
。

１．

人
権
施
策
基
本
方
針

同
和
教
育
啓
発
基
本
構
想
等
に

つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぎ
、
新
市
に
お
い
て
人

権
問
題
に
関
す
る
住
民
意
識
調
査

の
実
施
、
関
係
者
等
の
参
画
に
よ

る
策
定
委
員
会
等
を
設
置
し
、
人

権
施
策
基
本
方
針
を
策
定
す
る
。

１．

指
定
文
化
財

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
。

２．

文
化
財
保
護
審
議
会

文
化
財
保
護
法
に
基
づ
き
、
新

た
に
設
置
す
る
。
定
数
、
任
期
及

び
委
員
構
成
等
は
新
市
に
お
い
て

調
整
す
る
。

３．

文
化
財
等
補
助
金

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぎ
、
文
化
財
の
状
況
等
を
踏
ま
え
、

新
市
に
お
い
て
速
や
か
に
統
一
す

る
。

１．

小
学
校
の
校
区
の
設
定

一
部
で
実
施
し
て
い
る
選
択
校

区
制
度
、
特
認
校
制
度
及
び
ス
ク

ー
ル
バ
ス
の
運
行
等
を
含
め
、
現

行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
。

２．

中
学
校
の
校
区
の
設
定

一
部
で
実
施
し
て
い
る
選
択
校

区
制
度
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行

等
を
含
め
、
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぐ
。

３．

校
区
外
通
学
許
可
基
準

出
雲
市
の
例
に
よ
り
合
併
時
に

統
一
す
る
。

４．

学
校
施
設
の
整
備
計
画

各
市
町
の
整
備
計
画
に
つ
い
て

は
、
現
行
の
と
お
り
引
き
継
ぎ
、

新
市
に
お
い
て
調
整
す
る
。

こ
の
２
つ
の
議
案
は
、
他
の
農
林

業
関
係
の
議
案
が
出
そ
ろ
っ
て
か
ら

決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
、
継
続
協
議

と
な
り
ま
し
た
。

１．

各
種
の
イ
ベ
ン
ト
事
業

２
市
５
町
が
主
催
又
は
実
行
委

員
会
等
に
所
属
す
る
各
種
イ
ベ
ン

ト
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り

引
き
継
ぎ
、
新
市
に
お
い
て
、
発

展
性
や
よ
り
効
果
的
な
集
客
方
法

等
を
検
討
す
る
。

２．

イ
ベ
ン
ト
開
催
補
助
金

住
民
団
体
等
へ
の
イ
ベ
ン
ト
補

助
金
に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お

り
引
き
継
ぎ
、
そ
の
必
要
性
、
有

効
性
の
観
点
か
ら
新
市
に
お
い
て

検
討
す
る
。

３．

コ
ン
ベ
ン
シ
ョ
ン
開
催
支
援
補

助
事
業

合
併
時
に
、
出
雲
市
の
例
に
よ

り
統
一
す
る
。

１．

占
用
料

認
定
道
路
占
用
料
に
つ
い
て
は
、

合
併
時
に
道
路
法
施
行
令
第
１９
条

の
２「
乙
地
」に
準
拠
す
る
こ
と
と

し
、出
雲
市
の
例
に
よ
り
統
一
す
る
。

普
通
河
川
道
路
等
占
用
料
に
つ

い
て
は
、
合
併
時
に
、
道
路
は
認

定
道
路
占
用
料
に
準
拠
し
、
準
用

河
川
及
び
普
通
河
川
は
、
島
根
県

流
水
占
用
料
等
徴
収
条
例
を
準
用

し
て
い
る
出
雲
市
及
び
平
田
市
の

例
に
よ
り
統
一
す
る
。

な
お
、
そ
れ
ぞ
れ
の
占
用
に
つ

い
て
、
減
免
規
定
及
び
占
用
料
の

適
用
時
期
に
つ
い
て
は
、
合
併
時

ま
で
に
調
整
す
る
。

（表2）収集ごみ家庭系手数料 （袋容量：大40リットル、小20リットル） 

分 別 区 分  

可 燃 ご み  

 

破 砕 ご み  

 

埋 立 ご み  

 

粗 大 ご み  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

空 き 缶  

 

空 き び ん  

 
古　　　　　紙 

筒 型 乾 電 池  

蛍 光 管  

体 温 計  

　 　 鏡  

資

源

ご

み

 

有

害

ご

み

 

指 定 袋  

大　　40円／枚 

小　　20円／枚 

大　　40円／枚 

小　　20円／枚 

大　　40円／枚 

小　　20円／枚 

指 定 袋 な し  
 

大　　10円／枚 

小　　 5円／枚 

大　　10円／枚 

小　　 5円／枚 

指定袋なし・無料 

指定袋なし・無料 

 

指定袋なし・無料 

収 集 券  

40円／枚 

 

40円／枚 

 

40円／枚 

 
500円／枚 

1,000円／枚 

指 定 券 な し  

 

指 定 券 な し  

 
指 定 券 な し  

指 定 券 な し  

 

指 定 券 な し  

 

（表3）収集ごみ事業系手数料 （袋容量：大40リットル） 

分 別 区 分  

可 燃 ご み  

破 砕 ご み  

埋 立 ご み  

粗 大 ご み  

古 　 　 紙  

指 定 袋  

100円／枚 

100円／枚 

100円／枚 

直 接 搬 入 

原則古紙回収業者への持ち込み。 

少量の場合は拠点回収。　　　　 

収 集 券  

100円／枚 

100円／枚 

100円／枚 

な　　　し 

な　　　し 

⑤

各
種
事
務
事
業
（
人
権
・
同
和

関
係
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
３９
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案

各
種
事
務
事
業
（
文
化
・
ス
ポ

ー
ツ
関
係
そ
の
１
）
の
取
扱
い

に
つ
い
て
【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
４０
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案

各
種
事
務
事
業
（
学
校
教
育
関
係

そ
の
１
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
４１
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案

各
種
事
務
事
業
（
農
林
関
係
そ

の
１
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
４２
号

第
6
回
協
議
会
で
提
案

各
種
事
務
事
業
（
農
林
関
係
そ

の
２
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
４３
号

第
7
回
協
議
会
で
提
案

各
種
事
務
事
業
（
観
光
商
工
関
係

そ
の
１
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
４４
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案

各
種
事
務
事
業
（
建
設
関
係
そ

の
１
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

議
案
第
４５
号
（
決
定
）

第
7
回
協
議
会
で
提
案

（表1） 

週2回　1回につき4袋（個）まで 

月2回　1回につき4袋（個）まで 

月1回　1回につき4袋（個）まで 

月1回　1回につき4袋（個）まで 

月2回　1回につき4袋（個）まで 

月1回　1回につき4袋（個）まで 

月1回　制限なし 

月1回　制限なし 

月1回　制限なし 

可 燃 ご み  

破 砕 ご み  

埋 立 ご み  

粗 大 ご み  

 

 

 

 

 

飲料用空き缶  

空 き び ん  

古　　　　　紙 

筒 型 乾 電 池  

蛍光管・体温計等 

資
源
ご
み 

有
害
ご
み 

出雲地区合併協議会だより Vol.8



２
市
５
町
の
所
有
す
る
財
産
、
公

の
施
設
及
び
債
務
は
、
す
べ
て
新
市

こ
の
他
、「
財
産
及
び
債
務
の

取
扱
い
」
な
ど
、
計
14
件
を
提
案

し
ま
し
た
。
こ
の
う
ち
、「
国
民

健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い
」
で
は
、

保
険
料
率
に
つ
い
て
再
調
整
す
る

こ
と
と
な
り
、
次
回
協
議
会
で
再

度
提
案
す
る
予
定
で
す
。

に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
提
案
し
ま
し
た
。

（
表
４
を
参
考
に
し
て
く
だ
さ
い
。）

次
の
と
お
り
提
案
し
ま
し
た
。

１．

各
市
町
共
通
の
団
体
に
つ
い
て

（１）
そ
れ
ぞ
れ
の
団
体
の
実
情
や
地

域
特
性
を
尊
重
し
つ
つ
、
新
市

の
速
や
か
な
一
体
性
の
確
立
が

図
ら
れ
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。

（２）
統
合
に
時
間
を
要
す
る
団
体
に

つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
実
情

や
地
域
性
を
尊
重
し
な
が
ら
、

将
来
の
統
合
に
向
け
検
討
が
進

め
ら
れ
る
よ
う
調
整
に
努
め
る
。

（３）
国
、
県
の
指
導
等
に
基
づ
き
設

置
さ
れ
た
団
体
に
つ
い
て
は
、

関
係
機
関
の
助
言
、
指
導
等
を

も
と
に
、
そ
の
あ
り
方
に
つ
い

て
協
議
し
て
い
く
も
の
と
す
る
。

２．

各
市
町
独
自
の
団
体
に
つ
い
て

原
則
と
し
て
、
現
行
の
と
お
り

と
す
る
。

名
誉
市
民
制
度
、
表
彰
制
度
（
栄

典
、
褒
章
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て
、

新
市
に
お
い
て
定
め
る
こ
と
を
提
案

し
ま
し
た
。

地
域
防
災
計
画
、
水
防
計
画
に
つ

い
て
は
、
新
市
に
お
い
て
速
や
か
に

策
定
し
、
防
災
無
線
（
有
線
を
含
む
）

に
つ
い
て
は
、
現
行
の
と
お
り
新
市

に
引
き
継
ぐ
こ
と
を
提
案
し
ま
し
た
。

国
民
健
康
保
険
料
の
料
率
に
つ
い

て
、
２
つ
の
案
を
併
記
し
て
提
案
し

た
と
こ
ろ
、
１
つ
の
案
に
絞
っ
て
提

案
す
べ
き
と
の
意
見
が
出
さ
れ
、
再

度
事
務
レ
ベ
ル
で
調
整
し
、
協
議
事

項
と
し
て
提
案
す
る
こ
と
と
な
り
ま

し
た
。

次
の
と
お
り
、
保
育
料
を
提
案
し

た
他
、
保
育
所
施
設
は
、
現
行
の
と

お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
こ
と
等
を
提

案
し
ま
し
た
。

＊
保
育
料
　
保
育
料
に
つ
い
て
は
、

合
併
年
度
は
現
行
の
と
お
り
と

し
、
翌
年
度
か
ら
表
５
に
定
め
る

保
育
料
徴
収
金
額
表
の
と
お
り
と

す
る
。

な
お
、
経
済
的
負
担
感
の
大
き

い
多
子
世
帯
の
保
育
料
に
つ
い
て

は
、
次
の
と
お
り
軽
減
を
図
る
こ

と
と
す
る
。

〈
同
一
世
帯
か
ら
２
人
以
上
が
同
時

に
入
所
し
て
い
る
場
合
〉

ア

最
も
年
齢
の
高
い
児
童
は
全

額
と
す
る
が
、
次
に
年
齢
の
高

い
児
童
は
１
／
２
免
除
と
す
る
。

イ
　
右
記
以
外
の
児
童
は
全
額
免

除
と
す
る
。

〈
第
３
子
以
降
の
児
童
が
入
所
し
て

い
る
場
合
〉

第
３
子
以
降
の
児
童
の
保
育
料

は
次
の
と
お
り
と
す
る
。

ア

保
育
料
徴
収
金
額
表
の
階
層

区
分
で
第
２
階
層
か
ら
第
７
階

層
に
属
す
る
場
合
に
は
保
育
料

を
２
／
３
免
除
と
す
る
。

イ
　
保
育
料
徴
収
金
額
表
の
階
層

区
分
で
第
８
階
層
か
ら
第
１４
階

層
に
属
す
る
場
合
に
は
保
育
料

を
１
／
２
免
除
と
す
る
。

小
中
学
校
理
科
学
習
事
業
、
そ
の

他
の
施
設
利
用
学
習
、
ス
ク
ー
ル
ヘ

ル
パ
ー
事
業
、
ス
ク
ー
ル
カ
ウ
ン
セ

ラ
ー
配
置
事
業
、
小
中
学
校
外
国
語

指
導
、
不
登
校
対
策
事
業
、
特
別
支

援
教
育
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い
て
提

案
し
ま
し
た
。

学
校
給
食
の
給
食
費
は
、
当
面
現

行
の
と
お
り
と
す
る
こ
と
を
提
案
し

た
他
、
学
校
給
食
事
業
の
運
営
方
法

は
、
現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継

ぐ
こ
と
等
を
提
案
し
ま
し
た
。

２
市
５
町
の
観
光
協
会
に
つ
い
て

は
、
合
併
と
同
時
に
、
新
市
の
観
光

協
会
に
再
編
す
る
よ
う
調
整
に
努
め

る
こ
と
を
提
案
し
た
他
、
２
市
５
町

の
観
光
施
設
等
の
使
用
料
及
び
管
理

運
営
の
取
扱
い
、
観
光
施
設
等
の
管

理
運
営
補
助
事
業
の
取
扱
い
に
つ
い

て
提
案
し
ま
し
た
。

市
町
営
住
宅
の
家
賃
に
つ
い
て
は
、

現
行
の
と
お
り
新
市
に
引
き
継
ぐ
が
、

平
成
１８
年
４
月
１
日
か
ら
新
た
に
家

賃
算
定
基
準
を
統
一
し
、
家
賃
の
調

整
を
行
う
こ
と
を
提
案
し
た
他
、
公

営
住
宅
関
係
の
取
扱
い
に
つ
い
て
提

案
し
ま
し
た
。

上
水
道
料
金
に
つ
い
て
は
、
合
併

時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併
後

２
年
を
目
途
に
料
金
体
系
（
口
径
別

に
よ
る
料
金
体
系
を
含
む
。）
を
検
討

し
、
新
統
一
料
金
を
設
定
す
る
こ
と

を
提
案
し
た
他
、
上
水
道
関
係
の
取

扱
い
に
つ
い
て
提
案
し
ま
し
た
。

（表4）財産及び債務の状況（平成14年度末現在） 

債
　
　
　
　
務
 

財
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
産
 

基
　
金
 

地

方

債

 債
務
負
担
 

＊地方債………市町村の借金。その返済にあたっては、国から普通交付税で補てんされるものがあるため、実質的な負担額は減ってきます。 

＊債務負担……市町村が将来負担することを約束したもの。大規模工事など複数年にわたる事業で設定されます。 

合　計 

５０,７２３,３０７ 

７１３,０２４ 

５４,５２１,８８９ 

９,９２１,９３４ 

５４８ 

８５１,２９６ 

３,５１６,９８５ 

２６０,１４２ 

２６,０３８,２１３ 

３,７３４,３０２ 

２５,０４０,７０５ 

１４４ 

２０７,８７１,５３６ 

１０５,５６８,９７３ 

６０７ 

１１,４８１,３０３ 

６６ 

大社町 

１,２９８,５５６ 

６３,２５７ 

９４４,０１１ 

０ 

４２ 

１,６０６ 

７３３,８８８ 

０ 

２,０１７,１７０ 

０ 

２,３２２,８１７ 

１４５ 

１３,６７３,２２７ 

６,９３１,４４７ 

４３３ 

４７０,５７８ 

２９ 

湖陵町 

２,１１３,３８７ 

３６,２１３ 

１,８２４,３４４ 

０ 

４６ 

４００ 

１６７,５４１ 

０ 

０ 

０ 

１,１０９,５５０ 

１９１ 

７,４５８,０３６ 

４,１１４,３２３ 

７０８ 

３５２,９７５ 

６１ 

多伎町 

７,４７１,４１２ 

４６,７４８ 

６,８５７,３７７ 

０ 

３５ 

２４０,７００ 

１３０,８８２ 

０ 

０ 

０ 

５,２２２,５３０ 

１,２３９ 

１２,１７０,５０７ 

５,０８３,２２５ 

１,２０６ 

３４７,０００ 

８２ 

佐田町 

８,３５６,８５１ 

４３,０６２ 

９,４９２,０４７ 

３,９６９,２００ 

５５ 

９０,８２０ 

１６３,３２１ 

０ 

０ 

０ 

１,２９３,４２６ 

２８３ 

１１,１６７,６２６ 

５,１８５,９２５ 

１,１３３ 

４,０１５ 

１ 

斐川町 

１０,１５４,２３０ 

９８,９４６ 

９,１０４,５１８ 

０ 

１０１ 

２００ 

５４７,９１０ 

０ 

０ 

０ 

３,２７４,１３０ 

１２２ 

３６,６９６,００８ 

１６,６６６,０７７ 

６２１ 

７,９０３,３８２ 

２９５ 

平田市 

６,７９９,３３５ 

１３４,６９９ 

９,５６８,０２９ 

１,９６４,９０７ 

９５ 

２,０３２ 

５６８,８６９ 

２６０,１４２ 

３,２１６,２７３ 

３,７３４,３０２ 

４,０８３,４８７ 

１４１ 

３１,４４６,０３４ 

１７,９５６,８７６ 

６１９ 

４５７,７３８ 

１６ 

出雲市 

１４,５２９,５３６ 

２９０,０９９ 

１６,７３１,５６３ 

３,９８７,８２７ 

１７４ 

５１５,５３８ 

１,２０４,５７４ 

０ 

２０,８０４,７７０ 

０ 

７,７３４,７６５ 

８９ 

９５,２６０,０９８ 

４９,６３１,１００ 

５６９ 

１,９４５,６１５ 

２２ 

単位 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

㎡ 

台 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

千円 

区　　　　　　分 

土 地  

建 物  

山 林  

物 　 　 権 （ 地 上 権 ）  

物 　 　 品 （ 車 　 両 ）  

有 価 証 券 （ 株 　 券 ）  

出 資 に よ る 権 利  

債 権  

水 道 事 業 会 計 の 財 産  

市 立 病 院 会 計 の 財 産  

平 成 14 年 度 末残高  

1 人 当 た り 現 在 高  

平 成 14 年 度 末残高  

普通交付税算入後の実質負担額 

1人当たり実質負担額 

平成15以降の支出予定額 

1人当たり支出予定額 

 

協
議
事
項

（表５）保育料徴収金額表 （単位：円） 

 

０ 

８,０００ 

１６,０００ 

１８,０００ 

２１,０００ 
 

２３,０００ 

２６,０００ 

２８,０００ 

３１,０００ 

３４,０００ 

３９,０００ 

４５,０００ 

４７,０００ 

４９,０００ 

３歳未満児  

０ 

５,５００ 

１１,０００ 

１３,０００ 

１７,０００ 
 

１８,０００ 

２０,０００ 

２２,０００ 

２５,０００ 

２８,０００ 

３１,０００ 

３４,０００ 

３６,０００ 

３８,０００ 

３歳以上児 階層 

第１ 

第２ 

第３ 

第４ 

第５ 
 

第６ 

第７ 

第８ 

第９ 

第１０ 

第１１ 

第１２ 

第１３ 

第１４ 

階 層 区 分  

生活保護世帯 

市町村民税非課税世帯 

市町村民税課税世帯（均等割のみ） 

市町村民税課税世帯（所得割あり） 

（所得税） 
１５,０００円未満 

１５,０００円以上 ３０,０００円未満 

３０,０００円以上 ６４,０００円未満 

６４,０００円以上 ８０,０００円未満 

８０,０００円以上１２０,０００円未満 

１２０,０００円以上１６０,０００円未満 

１６０,０００円以上２００,０００円未満 

２００,０００円以上３００,０００円未満 

３００,０００円以上４０８,０００円未満 

４０８,０００円以上 

財
産
及
び
債
務
の
取
扱
い
に
つ

い
て
【
合
併
協
定
項
目
７
】

協
議
第
３８
号

公
共
的
団
体
等
の
取
扱
い
に
つ

い
て
【
合
併
協
定
項
目
15
】

協
議
第
３９
号

◆
公
共
的
団
体
と
は
◆

農
業
協
同
組
合
、
森
林
組
合
、

商
工
会
議
所
、
商
工
会
等
の
産
業

経
済
団
体
、
老
人
ホ
ー
ム
、
育
児

院
等
の
厚
生
社
会
事
業
団
体
、
青

年
団
、
婦
人
会
等
の
文
化
事
業
団

体
な
ど
、
公
共
的
な
活
動
を
営
む

も
の
は
全
て
含
ま
れ
、
公
法
人
で

も
私
法
人
で
も
よ
く
、
ま
た
、
法

人
で
な
く
て
も
い
い
こ
と
と
さ
れ

て
い
ま
す
。

各
種
事
務
事
業
（
儀
式
・
表
彰

関
係
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

協
議
第
４０
号

第
１
小
委
員
会
付
託

各
種
事
務
事
業
（
防
災
関
係
）

の
取
扱
い
に
つ
い
て
【
合
併
協

定
項
目
24
】

協
議
第
４１
号

第
１
小
委
員
会
付
託

国
民
健
康
保
険
事
業
の
取
扱
い

（
そ
の
１
）
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
21
】

協
議
第
４２
号

第
2
小
委
員
会
付
託

各
種
事
務
事
業
（
保
育
関
係
）

の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

協
議
第
４３
号

第
2
小
委
員
会
付
託

各
種
事
務
事
業
（
学
校
教
育
関
係

そ
の
２
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

協
議
第
４４
号

第
2
小
委
員
会
付
託

各
種
事
務
事
業
（
学
校
教
育
関
係

そ
の
3
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

協
議
第
４５
号

第
2
小
委
員
会
付
託

各
種
事
務
事
業
（
観
光
商
工
関
係

そ
の
２
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

協
議
第
４６
号

第
3
小
委
員
会
付
託

各
種
事
務
事
業
（
公
営
住
宅
関

係
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

協
議
第
４７
号

第
3
小
委
員
会
付
託

各
種
事
務
事
業
（
上
下
水
道
関
係

そ
の
１
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

協
議
第
４８
号

第
3
小
委
員
会
付
託

平成15年9月19日発行 
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簡
易
水
道
料
金
に
つ
い
て
は
、
合

併
時
は
現
行
の
と
お
り
と
し
、
合
併

後
２
年
を
目
途
に
上
水
道
と
同
一
金

額
に
す
る
よ
う
調
整
す
る
こ
と
を
提

案
し
た
他
、
簡
易
水
道
関
係
の
取
扱

い
に
つ
い
て
提
案
し
ま
し
た

斐
川
町
の
工
業
用
水
道
事
業
の
取

扱
い
に
つ
い
て
提
案
し
ま
し
た
。

佐
田
町
簡
易
水
道
給
水
装
置
事
業

費
補
助
金
に
つ
い
て
は
、
合
併
後
２

年
を
目
途
に
廃
止
の
方
向
で
調
整
す

る
こ
と
を
提
案
し
た
他
、
飲
料
水
安

定
確
保
対
策
事
業
、
水
道
使
用
料
差

額
補
助
の
取
扱
い
に
つ
い
て
提
案
し

ま
し
た
。

（表6）　主な住民負担 負担増 

＊１：市町民税法人均等割の財政影響額（▲６８,３０４千円）は、２市５町内の法人の重複のため。 
＊３：入湯税の財政影響額（▲１５,５７９千円）は、課税免除規定の見直しのため。 

＊２：固定資産税の財政影響額（４０,０００千円）は、均一課税（税率１.５％）後の額。 
＊４：保育料軽減率の欄の矢印の向きは、軽減率の増減でなく、住民負担の増減という視点で表しています。 

 
現　行 
２,５００ 

標準税率 
制限税率 
１４．７ 
１．５０ 

０．１０
 
 

１,２００ 
８,６００ 
６,６００ 
１５０ 
８０ 
４５０ 
２００ 
２００ 
２００ 
１８．９ 
８,５００ 
１６,２００ 
１８,０００ 
２９,５００ 
３９,５００ 
４４,０００ 
４７,０００ 
４７,０００ 
５,５００ 
１１,２００ 
１３,０００ 
２４,５００ 
３１,５００ 
３３,５００ 
３４,５００ 
３４,５００ 
２１３ 
２３６ 
２８７ 

１８,０９０ 
２８,１４０ 
４０,２００ 
５２,２６０ 
６２,３１０ 

 
５．５０ 
０．７０ 
２２．７０ 
４．４０ 

３０,６００ 
６,８００ 
２５,５００ 
３,９００ 
１,０６７ 
２,２２２ 

１,０６７ 
 

２,２２２ 
 

２,３１０ 
３,８３２ 

 
具体的数値 
２,５００ 

標準税率 
制限税率 
１４．７ 
１．５０ 

０．１０
 
 

１,２００ 
８,６００ 
６,６００ 
１５０ 
１００ 
４５０ 
２００ 
２００ 
２００ 
３５．１ 
８,０００ 
１６,０００ 
１８,０００ 
２６,０００ 
３１,０００ 
３４,０００ 
４５,０００ 
４７,０００ 
５,５００ 
１１,０００ 
１３,０００ 
２０,０００ 
２５,０００ 
２８,０００ 
３４,０００ 
３６,０００ 

出 雲 市  
項         　　　目 調 整 案  

平 田 市   
 
１７年度から２,５００円に統一 
現行のとおり 
現行のとおり 
制限税率（１４．７％） 
税率ＵＰ自治体は５年度間不均一 
出雲市用途地域に引き続き課税 
他は新市の都市計画の事業計画策定により検討 
 
現行のとおり 
 
１７年度から標準税率 
１通について１００円に統一 
 
差異のある手数料は出雲市の例 
 
１件について２００円に統一 
 

合併当初の１６年度は現行のとおり 
１７年度から統一 
 
経済的負担感の大きい多子世帯の保
育料は、次のとおり軽減 
〈同一世帯から２人以上同時入所〉 
ア　最も年齢の高い児童は全額 
　　次に年齢の高い児童は１／２免除 
イ　上記以外の児童は全額免除 
〈第３子以降の児童が入所〉 
ア　第２～７階層は２／３免除 
イ　第８～１４階層は１／２免除 
 

◎現在協議中です。 
 
 
当面は現行のとおり 
ただし食材費以外の経費は新市の予算で対応 

◎現在協議中です。 
 
 
平成１８年度から同一保険料 
第３期介護保険事業計画に基づき設定 
 
 
 
 
 

※次回協議提出予定
 

 
 
 
 
合併時は現行のとおり　２年を目途に料金体系を
含め検討し、新統一料金を設定　◎現在協議中です。 
合併時は現行のとおり 
２年を目途に上水道と同一金額にする
よう調整 

◎現在協議中です。 

※次回協議提出予定 

 
 
個 人  
 
法 人  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 歳 児  
 
 
 
 
 
 
 
4 歳 児  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
基 準 額  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
医 療 分  
介 護 分  
医 療 分  
介 護 分  
医 療 分  
介 護 分  
医 療 分  
介 護 分  
 

 
 
市町民税 
 
 
 
固定資産税 
都市計画税 
 
軽自動車税 
 
 
入湯税 
督促手数料 
手数料 
 
 
 
保育料 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
学校給食費 
 
 
介護保険料 
 
 
 
 
 
国民健康保険料（税） 
 
 
 
 
 
 
 
上水道 
 
簡易水道 
 
 
 
下水道 

単
位 
円 
 
 
％ 
％ 

％
 
 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
％ 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
円 
％ 
％ 
％ 
％ 
円 
円 
円 
円 
円 
円 

円 
 
円 
 
円 
円 

 
現　行 
２,０００ 

標準税率 
制限税率 
１４．７ 
１．５５ 

 
 

１,２００ 
８,６００ 
６,６００ 
１５０ 
１００ 
４５０ 
３００ 
３００ 
３００ 
３１．９ 
０ 

２,０００ 
４,０００ 
１５,０００ 
２１,０００ 
２８,０００ 
３５,０００ 
３８,０００ 
６,０００ 
１３,０００ 
１６,０００ 
２８,０００ 
３３,０００ 
３８,０００ 
３８,０００ 
３８,０００ 
２３２ 
２６４ 
３２０ 

１５,３９０ 
２３,９４０ 
３４,２００ 
４２,７５０ 
５１,３００ 
６８,４００ 
５．３ 
０．７６ 
１１．８ 
２．４４ 

２３,８００ 
５,９００ 
２１,７００ 
３,７００ 
１,３２８ 
２,７４５ 

１,３２８ 
 

２,７４５ 
 

２,１５２ 
３,６２２ 

斐 川 町   
現　行 
２,０００ 

標準税率 
制限税率 
１４．７ 
１．５０ 

 
 

１,２００ 
８,６００ 
６,６００ 
１５０ 
１００ 
４５０ 
３００ 
３００ 
３００ 
４０．４ 
８,４００ 
１４,７００ 
１４,７００ 
２１,０００ 
２５,２００ 
２５,２００ 
４２,０００ 
４２,０００ 
６,０００ 
１１,５００ 
１１,５００ 
１５,７５０ 
１９,９５０ 
１９,９５０ 
３２,６００ 
３２,６００ 
２１１ 
２６４ 
３２５ 

１７,１００ 
２５,６５０ 
３４,２００ 
４２,７５０ 
５１,３００ 

 
４．５９ 
０．５７ 
２１．０８ 
３．９７ 

２８,８００ 
６,２０４ 
２６,０７６ 
３,７５６ 
１,２５１ 
２,５７４ 

１,２５１ 
 

２,５７４ 
 

２,１００ 
３,６２２ 

佐 田 町   
現　行 
２,０００ 

標準税率 
制限税率 
１４．７ 
１．４０ 

 
 

１,２００ 
８,６００ 
６,６００ 
１５０ 
１００ 
４５０ 
２００ 
２００ 
２００ 
１８．４ 
８,０００ 
１７,０００ 
２１,０００ 
２８,０００ 
３５,０００ 
４０,０００ 
４２,０００ 
４５,０００ 
６,０００ 
１４,０００ 
１８,０００ 
２５,０００ 
２９,５００ 
３０,５００ 
３１,５００ 
３３,０００ 

 
２３０ 
２９０ 

１８,０９０ 
２８,１４０ 
４０,２００ 
５２,２６０ 
６２,３１０ 

 
５．５１ 
０．６７ 
３３．５４ 
６．８４ 

２２,３００ 
５,６００ 
１９,１００ 
３,３００ 

 
 

１,７８０ 
 

３,６７０ 
 

３,４６５ 
４,８３０ 

多 伎 町   
現　行 
２,０００ 

標準税率 
制限税率 
１４．７ 
１．４０ 

 
 

１,２００ 
８,６００ 
６,６００ 
０ 

１００ 
４５０ 
２００ 
２００ 
２００ 
２５．１ 
８,０００ 
１７,０００ 
１９,５００ 
３０,０００ 
３７,０００ 
４２,０００ 
４７,０００ 
４７,０００ 
６,０００ 
１４,０００ 
１６,５００ 
２７,０００ 
３０,０００ 
３２,０００ 
３４,０００ 
３４,０００ 
１９８ 
２３１ 
２８３ 

１８,０９０ 
２８,１４０ 
４０,２００ 
５２,２６０ 
６２,３１０ 

 
５．３９ 
０．６８ 
３４．５３ 
７．９６ 

２４,５７０ 
５,６５０ 
２０,３２０ 
３,４１０ 

 
 

１,１７６ 
 

２,４８８ 
 

２,８３５ 
４,３５７ 

湖 陵 町   
現　行 
２,０００ 

標準税率 
制限税率 
１４．７ 
１．４０ 

 
 

１,２００ 
８,６００ 
６,６００ 
１５０ 
１００ 
４５０ 
２００ 
２００ 
２００ 
２０．８ 
９,０００ 
１６,５００ 
１９,５００ 
３０,０００ 
３７,０００ 
４４,５００ 
４６,０００ 
４９,０００ 
６,０００ 
１３,５００ 
１６,５００ 
２７,０００ 
３０,０００ 
３３,０００ 
３４,０００ 
３６,０００ 
２０４ 
２３３ 
２８５ 

１８,０９０ 
２８,１４０ 
４０,２００ 
５２,２６０ 
６２,３１０ 

 
６．６９ 
０．８３ 
４６．７３ 
８．８３ 

２７,８７３ 
６,２８０ 
２４,５５６ 
３,６３３ 

 
 

１,３４０ 
 

２,７００ 
 

２,３１０ 
３,９３７ 

大 社 町   
現　行 
２,０００ 

標準税率 
制限税率 
１４．７ 
１．４０ 

 
 

１,２００ 
８,６００ 
６,６００ 
１５０ 
１００ 
４５０ 
２００ 
２００ 
２００ 
８．５ 

９,０００ 
１７,５００ 
２１,５００ 
３３,０００ 
４３,０００ 
４７,０００ 
４８,０００ 
５１,０００ 
６,０００ 
１４,５００ 
１８,５００ 
２７,５００ 
２９,５００ 
３０,５００ 
３１,０００ 
３１,５００ 
２２７ 
２６９ 
３３１ 

１７,９１６ 
２６,８７４ 
３５,８３２ 
４４,７９０ 
５３,７４８ 

 
５．２０ 
０．６８ 
２９．８０ 
６．０８ 

２８,８００ 
５,９００ 
２４,０００ 
４,９００ 
２,１８３ 
４,２２０ 
１,６７５ 
１,２７８ 
３,４８９ 
２,５２５ 
２,２５７ 
３,７２７ 

財政影響額 
（千円） 
１４,８２０ 

０ 
▲ ６８,３０４ 

０ 
４０,０００ 

０
 
 
 
０ 
 

▲ １５,５７９ 
 
 

▲ ６,２２６ 
 

▲ １,８８３ 
 
 
 
 
 
 
 
 

▲ １４７,７５７ 

 
 
 
 

＊１ 
 

＊２ 
 
 
 
 
 

＊３ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊４ 

財政影響額はいずれも単年度 

 
 
均等割 
所得割 
均等割 
法人税割 
 
 
 
原動機付自転車 
四輪乗用（自） 
四輪乗用（営） 
 
 
戸籍謄本・抄本 
印鑑証明 
住民票 
税務証明 
軽減率 
住民税非課税 
住民税均等割のみ 
住民税所得割課税 
所得税５０千円 
所得税１００千円 
所得税１５０千円 
所得税２００千円 
所得税４００千円 
住民税非課税 
住民税均等割のみ 
住民税所得割課税 
所得税５０千円 
所得税１００千円 
所得税１５０千円 
所得税２００千円 
所得税４００千円 
幼稚園 
小学校 
中学校 
第１段階 
第２段階 
第３段階 
第４段階 
第５段階 
第６段階 
所得割 
 
資産割 
 
均等割 
 
平等割 
 
水道料金１０ｍ3 
　〃　　２０ｍ3 

水道料金１０ｍ3 
 
　〃　　２０ｍ3 
 
使用料金２０ｍ3 
　〃　　３０ｍ3

 

変動なし 負担減 

住民 負担 と 

　合併協議会では、現在2市5町で違いのある様々な住民負担を調整す
るための協議を進めています。 
　この調整に当たっては、住民のみなさまへの影響ばかりではなく、新
市の財政運営への影響も考慮する必要があります。 
　このため、今回の協議会では、住民負担を調整する目安として、合併
後10年間（新市建設計画の計画期間中）の財政計画と主な住民負担の
負担内容について説明しました。 

　財政計画については、今後の社会経済情勢の見通しが不透明な中、現
段階で見込むことのできる国や県の財政支援措置や合併に伴う経費の節
減効果、あるいは合併特例債の活用などに加え、主な住民負担や行政サ
ービスの格差是正経費を考慮した内容で提示しました。 
　なお、2市5町の現在の主な住民負担の状況と、協議会での調整案（決
定となっていないものも含みます。）との比較は、下記の表6のとおり
です。 

各
種
事
務
事
業
（
上
下
水
道
関
係

そ
の
２
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

協
議
第
４９
号

第
3
小
委
員
会
付
託

各
種
事
務
事
業
（
上
下
水
道
関
係

そ
の
3
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

協
議
第
５０
号

第
3
小
委
員
会
付
託

各
種
事
務
事
業
（
上
下
水
道
関
係

そ
の
４
）
の
取
扱
い
に
つ
い
て

【
合
併
協
定
項
目
24
】

協
議
第
５１
号

第
3
小
委
員
会
付
託
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次回以降の協議会 

至 佐田町 

至 斐川町 

至 平田市 至 大社町 

マ ッ プ 

出雲市役所● 

●合庁 

今市小学校● ●体育館 

●中央病院 

●商工会議所 
国道9号 

国道9号バイパス 

出雲地区合併協議会事務所 

出雲市駅 

N

●市営プール ●市営プール 

至 湖陵町・多伎町 

浜
山
公
園
通
り 

■場所はいずれも、出雲市今市町北本町  出雲交流会館 

■第10回協議会 

■第11回協議会 

■第12回協議会 

平成15年 9月26日（金）15：00～ 

平成15年10月15日（水）14：00～ 

平成15年10月24日（金）15：00～ 

※合併協議会は原則的に公開しており、傍聴ができます。 
　詳しくは事務局（電話 0853-23-1008）までお尋ねください。 

　８月２７日発行の協議会だより第

７号６ページの「慣行の取扱いに

ついて」のうち、平田市の「花：もみ

じ」、「木：さつき」は誤りでした。 

正しくは、 

「花：さつき」、「木：もみじ」です。

お詫びして訂正します。 

お詫びと訂正 

古紙配合率100％再生紙を使用しています。 古紙配合率100％再生紙を使用しています。 印刷印刷には環境環境に優しい「大豆大豆インキ」を使用を使用しています。 印刷には環境に優しい「大豆インキ」を使用しています。 SOYINK
PRINTED WITH

Trademark of American Soybean Association

T M

１ 

２ 

３ 

 

 

４ 

 

５ 

６ 

７ 

８ 

９ 

１０ 

１１ 

１２ 

１３ 

１４ 

１５ 

１６ 

１７ 

１８ 

１９ 

２０ 

２１ 

２２ 

２３ 

 

 

 

 

２４ 

２５ 

協 　 定 　 項 　 目  

第２回（協議） 

第２回（協議） 

第２回（協議） 

第７回（報告） 

第７回（協議） 

第２回（協議） 

第７回（報告） 

 

第７回（協議） 

第８回（協議） 

第３回（議案） 

第３回（協議） 

第６回（協議） 

第４回（協議） 

 

 

第４回（協議） 

第８回（協議） 

 

 

第６回（協議） 

第４回（協議） 

第４回（協議） 

 

第７回（協議） 

第２回（協議） 

第４回（報告） 

第５回（報告） 

第６回（報告） 

第８回（報告） 

第２回（協議） 

第２回（協議） 

第２回（確認） 

第２回（確認） 

第８回 

 

 

第７回 

 

 

第８回 

 

第３回（方針） 

※ 

 

 

 

 

第６回 

 

 

 

第８回 

第６回（方針） 

第６回（方針） 

 

第８回 

第３回（方針） 

 

第５回（確認） 

第６回（確認） 

 

第３回（方針） 

第３回 
（策定の進め方） 

 

 

新市名称は「出雲市」 

 

 

本庁は現出雲市役所、その他の市町 

の庁舎は支所。 

 

 

 

 

※第8回で議案上程（継続協議） 

第3小委員会へ付託中 

第1小委員会へ付託中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※個別の項目は右の表をご覧ください。 

情報管理センター（仮称）設置・戸籍 
システム統合着手 

住民情報系・内部情報系システムの 
統合、通信ネットワークの構築着手 

住民情報系・内部情報系システムの 
選定業者決定 

第1・第2・第3小委員会へ付託中 
中間まとめを第12回協議会 
（10/24）に報告予定　 

提　　案 決　　定 備　　　　　　考 

＊合併協定項目と協議状況 （平成１５年８月現在） ＊「各種事務事業の取扱い」の合併協定項目と協議状況 

合併の方式 

合併の期日 

新市の名称 

 

 

新市の事務所の位置 

 

町、字の区域及び名称の取扱い 

慣行の取扱い 

財産及び債務の取扱い 

条例、規則等の取扱い 

議会議員の定数及び任期の取扱い 

農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 

一般職の職員の身分の取扱い 

特別職の身分の取扱い 

組織及び機構の取扱い 

一部事務組合等の取扱い 

公共的団体等の取扱い 

消防、救急の取扱い 

地域審議会の設置に関すること 

地方税の取扱い 

使用料、手数料等の取扱い 

補助金、交付金等の取扱い 

国民健康保険事業の取扱い 

介護保険事業の取扱い 

電算システムの取扱い 

 

 

 

 

各種事務事業の取扱い 

新市建設計画関係（財政計画含む） 

協 　 定 　 項 　 目  

第５回（協議） 

 

 

第７回（協議） 

 

第６回（協議） 

 

第８回（協議） 

 

 

第７回（協議） 

第６回（協議） 

第５回（協議） 

第６回（協議） 

第７回（協議） 

 

第６回（協議） 

 

第８回（協議） 

第７回（協議） 

第７回（協議） 

第６回（協議） 

第７回（協議） 

第６回（協議） 

第７回（協議） 

第８回（協議） 

 

第７回（協議） 

第７回（協議） 

第８回（協議） 

第８回（協議） 

第７回（協議） 

第８回（協議） 

第８回（協議） 

 

第６回（協議） 

第８回（協議） 

第６回 

 

 

第８回 

 

 

 

 

 

 

第８回 

第８回 

第６回 

第７回 

第８回 

 

第７回 

 

 

第８回 

第８回 

※ 

※ 

第７回 

第８回 

 

 

第８回 

第８回 

 

 

第８回 

 

 

 

第７回 

 

 

 

 

 

第１小委員会へ付託中 

 

第１小委員会へ付託中 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２小委員会へ付託中 

 

 

※第８回で議案上程（継続協議） 

※第８回で議案上程（継続協議） 

 

 

第３小委員会へ付託中 

 

 

 

第２小委員会へ付託中 

第２小委員会へ付託中 

 

第３小委員会へ付託中 

第３小委員会へ付託中 

 

 

第１小委員会へ付託中 

提　　案 決　　定 備　　　　　　考 

総合計画 

広報広聴 

交通政策 

国内・国際交流 

男女共同参画 

行政改革大綱 

情報公開 

儀式・表彰 

選挙 

地域コミュニティ・行政連絡員 

金融機関等の指定 

窓口業務 

保健事業（その１） 

　 〃　　（その２） 

病院・診療所 

障害者福祉 

高齢者福祉（その１） 

児童福祉 

保育 

環境（その１） 

人権同和 

農林（その１） 

  〃　（その２） 

水産（その１） 

観光商工（その１） 

　 〃　　（その２） 

生涯教育 

文化・スポーツ（その１） 

学校教育（その１） 

　 〃　　（その２） 

　 〃　　（その３） 

建設（その１） 

公営住宅 

水道（その１・その２・その３・その４） 

下水道 

都市計画（その１） 

防災関係 

出雲地区合併協議会だより Vol.8 平成15年9月19日発行 
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